
ログラム

貞・豊かで多様な人材と知恵でひらく明日の日本畠

m社会人を中心とした人材活性化を推進します。

■研究開発を加速し、国際競争力のある大学をつくります。

（D人材大国「日本」を再生します。

●r学校いきいきプランjにより、3年間で5万人を目標に社会人を学校に配置し、汀教育、英語教育等を充

実します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（臨時国会で措置）

●社会人のキャリアアップを図るため、専修学校社会人キャリアアップ教育推進事業、大学等の地域社会

人キャリアアップ推進事業を実施します。また、ビジネススクール等の実践的な専門大学院を整備し

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

e学生、社会人に対して、奨学金の充実や教育を受ける個人の自助努力を支援する施策を検討します。

（14年度予算で措置）

e国民の情報リテラシーの向上、教員のIT指導力の向上など、「lT人づくり計画」を推進します。

（14年度中に措置）

②科学技術創造立国を実現します。

⑳新しいテクノロジー4分野（ライフサイエンス、汀、環境、ナノテクノロジー・材料）への重点的な研究開発支

援を行います。プロジェクト選定の際、外部評価を活用し、その評価を公開します。（14年度予算で措置）

⑳研究環境にも競争を導入し、優れた発想や質の高い研究開発への重点的資金投入を行い、5年で倍増

を目指します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

魯産学官の連携による地域科学技術振興を通じて技術開発、新産業の創出を図ります。　（臨時国会で措置）
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③2005年までに世界最先端の＝一国家を実現します。

●学校、図書館等の超高速インターネット接続を推進するとともに、関連する＝‾環境の整備を行います。

（14年3月までに措置）

●汀最先端国の姿を広く提示する汀モデルエリア（e！プロジェクト）を実施します。特に、サッカーワール

ドカップ大会に対応した取り組みを進めます。　　　　　　　　　　　　　　　（14年度中に措置）

●lT時代にふさわしい法律を整備します（個人情報の保護、プロバイダ責任ルールの整備、インター

ネットによる株主総会の招集通知）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（臨時国会で措置）

●電子政府の実現に向け、次期通常国会に行政手続のオンライン化に伴う関係法律案を提出します。ま

た申請・届出等のオンライン化をさらに前倒しして実施します。各自治体において汎用的に利用できる

システムを構築するため、先導的な取り組みを行う自治体を支援します。また、複数の自治体で共通に

使用できるICカードの活用を促進します。　　　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

●港湾におけるワンストップサービスを15年度までに実現します。　　　　　　（13年度以降に措置）

④世界最高水準の大学づくりを行います。
－トップ30！－

●国立大学を早期に法人化するため、非公務員型の選択や経営責任の明確化、民間的経営手法の導入な

どについて結論を得ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

●国立大学について、国際競争力のある大学を目指し、再編・統合計画を策定します。（14年度中に措置）

●国公私立大学を通じ、国際競争力のある世界最高水準の「トップ30」を育成するため、第三者評価によ

る競争原理を導入し、重点投資を推進します。　　　　　　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

（9個性ある初等中等教育を推進します。
－・学校は学びの生活空間です－

●多彩な教育理念に基づく私立の小中学校の設置が促進されるよう、設置基準を明確にします。

（14年3月までに措置）

e公立学校の運営に地域が参画するなど新しいタイプの小中学校の学校運営に関する研究に着手し、活

性化を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

e小中高等学校等におけるITの活用を促進するため、‖‾専門家1万人を派遣します。

（14年3月までに措置）
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グラム

畠誰もが住みやすく、働きやすい、
思いやりのある共助と共生の社会に向けて貞

⊥ミスマッチの解消、雇用創造、職業訓練の強化等、雇用面での

セーフティ・ネットを一層充実します。

題国民生活の面でNPOを積極的に活用します。

■ゴミは半分、自然は倍増をめざします。

（D安心できる万全のセーフティ・ネットを構築します。

●民間教育訓練機閑、大学、NPO法人等あらゆる教育訓練機閑を活用し、中高年ホワイトカラー離職者

等に対する効果的な職業能力開発を推進します。　　　　　　　　　　　　　　（臨時国会で措置）

●地方の実情を踏まえた意用創出を図るため、学校の補助教員、警察支援要員．環境保全のための森林

作業員等公的部門で緊急・臨時の雇用を割り出します。　　　　　　　　　　　　（臨時国会で措置）

②労働市場での適材適所を実現し、サービス分野での新規の雇用を創ります。

●インターネットによる求人情報の検索サービス（「しごと情報ネット」）やキャリア相談機能の充実、民

間活用による再就職支援の拡充、大学等を活用した能力開発の推進、募集・採用時の年齢制限の緩和

などにより、雇用のミスマッチを解消し、適材適所を実現します。　　　　　　　（臨時国会で措置）

魯高齢者ケア、子育て（保育所、放課後児童クラブ）、生活支援輸送サービスなどのサービス分野で雇用

を割り出します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（臨時国会以降に措置）

③保育所待機児童をゼロにし、放課後児童を受け入れる仕組みを拡充します。

魯公設民営方式などにより保育所の緊急的な整備を図り、保育所等への児童受入数を16年度までに15

万人分拡大します。また、放課後児童受入体制を16年度までに1万5千カ所となるよう整備します。

（臨時国会で措置）
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●送迎保育ステーションや駅前保育施設を整備するほか、幼稚園における預かり保育を推進します。

（14年度予算で措置）

●放課後児童クラブへ補助を拡大するとともに、子ども放課後・週末活動支援体制の整備をします。

（14年度予算で措置）

④2010年にゴミは半分、自然は倍増をめざします。

●ダイオキシン規制強化に対応した廃棄物処理施設の整備を図るとともに、廃棄物処理に関する技術開

発や静脈物流システムの構築、リサイクル事業の活性化など社会の仕組みの確立などを進めます。

（14年度予算で措置）

●国民参加によるゴミゼロ運動を展開します。　　　　　　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

●湿地や里山の再生等の自然再生事業を市民参加を図りつつ推進します。　　（14年度予算で措置）

●放置された廃棄物の撤去を一層進めるために、地域の人材を活用して「ごみマップ」を作成します。

（13年10月以降に措置）

⑤循環型経済社会を作るため、NPO、市民、産業界などの力を活かし、

温暖化ガスを6％削減します。

●京都議定書の実施に必要な体制整備、地球温暖化防止国民運動の展開等により脱温暖化の社会作りを

推進します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

●京都議定書の実施に必要な体制整備の一環として排出権取引、環境に関する税・課徴金などの経済的

な手法について検討を進めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

e循環型社会形成推進基本計画を策定します。　　　　　　　　　　　　　　　　（14年度中に措置）

●約7000台全ての一般公用車を低公害車に切り替えます。　　　　　　　　　（17年3月までに措置）

⑥住みやすく、住み替えやすい住宅に作りかえます。

容インターネットを活用して住宅リフォーム事業者に関する情報提供を行います。

（13年9月未までに措置）

e中古住宅の評価や性能表示を通じて、中古住宅の流通市場を育成します。　　　（14年度中に措置）

⑦都市を再生し、魅力と競争力を引き上げます。

◎都市再生プロジェクトを選出し、PFlの活用や都市にかかる規制を大幅に改革することにより都市再生

を推進します。また、災害に強い安全な都市構造へと再生するため、「東京湾臨海部における基幹的広

域防災拠点」の全体計画を策定します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年度中に措置）
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畠住みたい、行きたい、かかわりたいと
思える個性ある地方づくりー

車地方の個性を活かした科学技術や教育を創出します。

■国と地方の役割分担・制度を見直し、市町村を大腰に再編します。

車「美しい日本」を維持・創造します。

①地方の個性を活かした科学技術や教育を創出します。

●産学官の連携による地域科学技術振興を通じて技術開発、新産業の創出を図ります。

（臨時国会で措置）

●大学発ベンチャーを3年間で1000社生み出します。　　　　　　　　　　　　（14年度以降に措置）

②国と地方の役割分担・制度を見直し、市町村を大胆に再編します。

e自治体規模等に応じて仕事や責任を変える仕組み（例えば、人口30万以上の自治体には大きな仕事と

責任を与え、小規模町村の場合は仕事と責任を小さくし、都道府県などが肩代りする）について、第27

次地方制度調査会においてその実現を目指します。　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

e「市町村合併支援プラン」に基づき、各省庁連携施策を実施して、市町村合併を強力に推進します。

特に13年10月以降、重点的な広報・啓発を行います。　　　　　　　　　　（13年10月以降に措置）

③地方行財政改革を推進します。

◎あるべき国と地方の役割分担を踏まえ、国庫補助負担金の整理合理化や地方交付税を見直すととも

に、税源移譲を含め国と地方の税源配分について根本から検討します。　　（13年10月以降に措置）

⑳地方交付税算定における段階補正の見直しや事業費補正等を適用する範囲・程度の縮小について
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具体案を作成します。また税収確保努力へのインセンティブ強化のため、留保財源率の見直しを検討

します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

●地方財政計画の歳出について、徹底した見直しと重点的な配分によって計画規模を抑制することによ

り、地方財源不足額の圧縮、借入金の抑制を図ります。　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

④「美しい日本」を維持・創造します。

●都市と農山漁村の間での「人・もの・情報」の循環による共生・対流を通じたむらづくり維新を進め、

「美しい日本」を維持・創造します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

●水土保全、人との共生、資源の循環利用の3機能に応じて森林整備事業を再編します。

（14年度予算で措置）

●農林水産公共事業について、「環境創造型事業」への質的転換を図ります。　（14年度予算で措置）

⑤食料自給率を高め、農林水産業を改革します。

●米の生産流通システムの抜本的見直しによる水田農業の構造改革を11月を目途に具体化します。

（13年10月以降に措置）

●セーフガードを要しない国内産地の競争力強化を図るため、野菜等の生産流通合理化・消費改革対策

を推進します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13年9月未までに措置）

●経営所得安定対策の検討に当たっては、国民的理解を得られることを基本に、真の担い手育成に資す

る必要最小限のものとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13年9月未までに措置）

●民間の資本参加を進め、農業経営の株式会社化などにより、農業の構造改革を早急に具体化します。

（13年10月以降に措置）

●
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畠世代間の公平と財政の中長期的な
持続可能性の回復に向けて摩・

■従来の編成過程とは全く異なった仕組みでメリハリのある

14年度予算を編成します。

（D公共投資を改革します。
・一公共投資ビッグバン！－・

●道路等の特定財源について、平成14年度予算編成過程等を通じ見直しを行います。

（14年度予算で措置）

●13年度未までに各種長期計画のあり方について、その必要性を含め総合的に検討します。漁港漁場整

備長期計画については年内に基本的な結論を得ます。　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

魯大規模ダム事業、地方港湾、地方空港等の事業分野について重点的に見直します。事業採択後に長期

継続中等の800以上の事業を再評価し、進捗の見込みの無いもの等は中止その他の措置を的確に実

施します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年度予算で措置）

e特殊法人等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等が行う公共事業を厳しく見直します。

（14年度予算で措置）

⑳国土交通省直轄事業において、本年10月より電子入札の運用を開始し、1年前倒しで、15年度中に全面

導入します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13年10月以降に措置）

e不良不適格業者の排除や適正な施工の確保等の観点に配慮しつつ、指名競争入札を見直すとともに、

一般競争入札の拡大に努めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

②メリハリのある14年度予算を編成します。

◎重点7分野の要求について、経済財政諮問会議をはじめ、総合科学技術会議、‖‾戦略本部、都市再生本
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部など内閣に置かれる諸会議等が中心となって、総合的・横断的な観点から政策の調整を行い、メリハ

リのある予算を実現します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13年9月末までに措置）

●年内を目途に中期的な経済財政計画を策定します。また、その策定に資するよう経済と財政・社会保

障の整合的な姿を描くためのマクロ経済モデルを開発します。　　　　　　（14年3月までに措置）

●医療保険制度等の重要な制度改革などについて、今後の予算編成の節目節目で関係大臣から報告を

求め経済財政語間会議において審議します。　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

●公共部門に企業経営的な手法を導入し、より効率的で貨の高い行政サービスを提供するため、政策評

価、公会計、予算・定員管理への対応などについて、計画的な実施に向けて具体的施策を明確にして

いきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14年3月までに措置）

14年度概算要求基準の特徴

●国債発行額を30兆円以下に抑えることを目標とします。

●公共投資関係費は対前年度10％削減した上で、その内容について重点7分野への重点化を図ります。

●一般政策経費については、対前年度10％削減をした上で、重点7分野への重点化を図るため「構造改

革特別要求」を加算します。この「構造改革特別要求」に係る各省庁の要求については、9月末までに

経済財政苦同会議等内閣に置かれる諸会議等が中心となって、総合的・検断的な観点から調整を行い

ます。

等
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